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しろい子どもプラン（第３期白井市子ども・子育て支援事業計画） 

子ども・子育てを取り巻く国の動向について 

 

（１）こども政策の推進に関する３つの法律と「こども家庭庁」 

令和 3年 12月 21日に「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」が閣議決定され、「常に

こどもの最善の利益を第⼀に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えて（「こど

もまんなか社会」）、こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に⼊れ、こどもの権利を保

障し、こどもを誰⼀⼈取り残さず、健やかな成⻑を社会全体で後押し」するための「新たな司令塔とし

て、こども家庭庁を創設」することが示されました。 

そして、令和 4 年 6月 15 日に、「こども家庭庁設置法」「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法

律の整備に関する法律」「こども基本法」が成立、同年 6月 22日に公布されました。 

「こども家庭庁設置法」により、内閣府の外局として令和 5 年 4 月 1 日に発足されたこども家庭庁

では、厚生労働省の子ども家庭局、内閣府の子ども・子育て本部などが中核となります。これに伴い、

保育所と認定こども園の所管も厚生労働省と内閣府からそれぞれこども家庭庁へ移されています。 

 

「こども家庭庁」 

内閣総理大臣→こども政策担当大臣→こども家庭庁 

                ①企画立案・総合調整部門 

（こどもの意見反映、自治体・民間との協力） 

→こども家庭庁長官   ②成育部門（健康、保育、居場所づくり、安全等） 

                ③支援部門（虐待、ヤングケアラー、生活充実及び 

社会に出て行くための支援、貧困、障害のあるこどもの支援） 

 

（２）こども基本法 

「こども基本法」は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）の精神にのっと

り、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひと

しく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利

の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体と

してこども施策に取り組むことができるよう、こども施策を総合的に推進することを目的としています。 

「こども基本法」では、国の責務や体制のみならず、地方公共団体の責務や市町村こども計画の策

定の努力義務についても明記されています。 

資料５ 
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《地方公共団体の実施すること》  
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（３）児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するため

に定められた条約です。18 歳未満の子どもを「権利をもつ主体」と位置づけ、大人と同じ一人の人間

としての人権を認める、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な権利も定めています。 

1989年の第 44回国連総会において採択され、1990年に発効されました。日本は 1994年に批

准しています。 

「子どもの権利」 

 

※Unicef（ユニセフ）より 

 

（４）市区町村の計画 

本年中を目途に、こども家庭庁の政策推進会議にて「こども大綱」が策定される予定であり、市区町

村はそれを勘案した「こども計画」の策定を検討する必要があります。 

「こども大綱」は、「少子化社会対策」「子ども・若者育成支援」「子供の貧困対策」の既存３法律の白

書・大綱と、今後は一体的に作成されることとなります。 

「こども計画」は、これまでも策定が努力義務とされ各市区町村で策定されていた「子どもの貧困対

策計画」や「子ども・若者計画」といった、こども施策に関する計画とともに、子ども・子育て支援法に規

定される「子ども・子育て支援事業計画」とも、一体的に策定することができるとされています。 
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（４）しろい子どもプラン（第３期白井市子ども・子育て支援事業計画） 

次期、「しろい子どもプラン（第３期白井市子ども・子育て支援事業計画）」は、子ども・子育て支援法

に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」や子どもの貧困対策、母子保健計画等を包含するとと

もに、こども基本法に基づく「市町村こども計画」として策定します。現行の「しろい子どもプラン」に含

まれる各計画の支援対象等を整理すると以下のようになります。 

 

 


